
小売規制部門における燃料費調整についての特別措置の概要 

 
 
  平成２１年１月分から３月分に適用される燃料費調整単価を２分の１程度圧縮するとともに、 
 当該圧縮分の４分の１相当を、平成２１年４月分から平成２２年３月分までの各四半期で措置

前の燃料費調整単価に上乗せいたします。 
 
 
＜参考＞今回の措置イメージ（従量制供給（最低料金部分は除く）の場合）     

※従量制供給の最低料金部分、定額制供給の場合については別紙単価一覧参照 
 
          措置前の燃料費調整単価（   ）と今回の措置（   ）を合算 ⇒ 措置後の燃料費調整単価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
 
 

 
         
                    
                  
 

 

平成 20 年 

10～12 月分 

平成 21 年 

1～3 月分 

平成 21 年 

4～6 月分 

平成 21 年 

7～9 月分 

0.82  

燃料費調整
は行わず。 

燃料費調整
単価を圧縮。 

平成21年 1～3月分の燃料費調整単価にて圧縮した部分を、
平成 21 年 4 月分～平成 22 年 3 月分の各四半期に上乗せ。

今回措置による 

標準的なご家庭に

おける影響額 

（１ヶ月当たり） 

従量電灯Ａの場合 

［圧縮］  ［上乗せ］  ［上乗せ］  ［上乗せ］ ［上乗せ］

246 円      63 円       63 円         63 円       57 円 

上記の上乗せ単価にご使用量 300kWh を乗じて算定した影響額です。 
  
※実際の電気料金は、最低料金、電力量料金および燃料費調整額により算定いたします

が、平成 21 年 4 月分以降の燃料費調整単価（上乗せ分を含む）は、平成 20 年 10 月以

降の通関統計の実績等に基づき決定するため、上記の影響額は変動する可能性があり

ます。また、影響額は月々のご使用量に応じて変動します。 

平成 21 年 

10～12 月分 

平成 22 年 

1～3 月分 

圧縮 
（単位：円／kWh）

電力量 

料金単価 

燃料費 

調整単価 

 
 

 

当該期間の各四半期に適用される燃料費調整単価は、それぞ

れ平成 20 年 10 月から平成 21 年 9 月の各四半期の通関統計

の実績等に基づき算定したものに上乗せ分を加えたものといた

します。 

0.21 0.21 0.21 0.19 

上乗せ 


